
12．救急医療施設等設置状況  

救急告示医療施設数  休日夜間急患 センタ 
ー   

数）   

救急医療施設   

総数   病 院   診療所   

北海道   297   269   28  13  44  127   10  

青 森   63   55  8  3  7  24  2  

岩 手   60   58  2  3  14  41  3  

宮 城   74   70  4  8  16  41  3  

n      5            q   

山形  38  38  0  9  7  2  

福島  59  59  0  5  15  68  3  

茨 城   105   101  4  17  49   4  

栃 木   85   61  24  8  8  27   5  

104   79   25  8   13  62  2   

埼 玉   215   196   19   28   25   149   6  

千 葉   147   137   10   21   18   151  9  

東 京   359   339   20   62   45   278   21  

神奈川   194   180   14  46   13   171   8  

新 潟   72   70  2  12   14   67  3   

富．山   61   41   20   5  20   2  

石 川   75   49   26  9  2  

福 井   73   49   24  3  9  

山 梨   46   37  9  10   34  

長 野   97   89  8  4   17   54  5   

岐 阜   84   75   9  9  17   44   6  

静 岡   128   80  48  13  24   63   6  

愛 知   232   184   48   40  24   115  12  

三重  73  59  14  9  15  33  2  

滋賀  35  35  0  9  3  24   3   

京 都   96   96   0  5  90   3  

大 阪   285   283  2  38  0  273   10  

兵 庫   202   190  12  20  28  174  5  

奈 良   41   41  0  3  45  3  

和歌山   70   57  13   6  3  43  2   

鳥取  25  23  2  4  0  21  2  

島根  24  24  0  4  19  3  

岡 山   96   87  9  3  24   25   3  

広 島   167   128  39  27   65  5  

山 口   75   64   20   43  4   

徳 島   41   38   3  3  23   3  

香川  84  60  24  9  17  2  

愛媛  64  61  3  6  16  48  3  

高知  41  37  4  6  31  2  

150  144  6  22   24  299   6   

佐賀  62  51  6  9  57  2  

長崎  67  67  0  2  13  42  

熊 本   80   69  2  15  43  2  

大分  53  50  3  2  16  37  

63   61   2  6  9  10  2   

鹿児島  93  83  10  2  18  121  

沖縄  23  23  0  4  0  23   2  

4、712   4．180   532   512   677   3，238   189   41   

注：救急告示医療施設数は平成17年4月1日現在、救命救急センター及び救急医療情報センターは  
平成18年1月1日現在、その他は平成17年3月31日現在の数値を計上  
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13．救命救急センター設置状況一覧  
（平成18年1月1日現在）   

都道 府 県  区 分   施   設   名   開設年月日  設  置  者   所  在  地   電話番号   

北  海  道   S53．7．10  日  赤  0166－22－8111  

国立病院機構 北海道がんセンター   国立病院機構   01ト811－9111  

市立函館病院   H12．10．8  函   館   市  函館市港町1丁目10番地1   0138－43－2000  

市立釧路総合病院   S59．4．1  釧 路 市  0154－41－6121  

総合病院北見赤十字病院   日  赤  0157－24－3115  

市立札幌病院   札 幌 市   01ト726－2211  

帯広厚生病院   H‖．5．6  厚   生  連  帯広市西6条南8丁目1番地   0155－24－4161  

◎  H14．4．1  北  海  道  札幌市中央区南1条西16丁目   01ト611－2111  

新  H17．2．1  医療法人社団  室蘭市新富町1丁目5番地13号  0143－24－1331  

斬   H17．3．25  医 療 法 人  札幌市手稲区前田一条12－ト40   01ト681－8111   

青  森  県    青森県立中宋病院   S56．9．25  青  森   県  青森市東造道2－1－1   0177－26－8121  

八戸市立市民病院   H9．臥1  八   戸   市  八戸市大宇田向牢屋沙門平1番地  0178－72－5111   
岩  手  県  ◎  岩手医科大学附属病院   S55．11．1  学 校 法 人  盛岡市内丸19－1   019→65ト5111  

岩手県立久慈病院   HlO．3．1  岩   手   県  久慈市旭町10－1   0194－53－6131  

岩手県立大船漉病院   HlO．臥1  岩   手   県  大船渡市大船渡町宇山鳥越10－1   0192－26－1111   

宮  城  県    独立行政法人国立病痍機構 仙台医療センター  S53．4．1  国立病院機構  仙台市宮城野区宮城野2－8－8   022－293－1111  

仙台市立病院   H3．4．24  仙   台   市  仙台市若林区清水小路3－1   022－266－7111  

古川市立病院   H6．7．1  古   川   市  古川市千手寺町2－3－10   0229－23－3311   

秋  田  県    秋田赤十字病院   HlO．7．1  日  赤  秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1  018－829－5000   
山  形  県    山形県立中央病院   H13．5．1  山   形   県  山形市青柳柑00   023－685－2626  

公立置賜総合病院   H12．11．1  事 務 組 合  東置賜郡川西町大字西大塚2000   0238－46－5000   

福  島  県    いわき市立総合磐城共立病院   S55．4．1  い わ き 市  いわき市内郷御厩町久世原16   0246－2ト2137  
財団法人太田綜合病院附属太田酉ノ内病院  Hl．9．23  財 団 法 人  郡山市西ノ内2－5－20   0249－25－1188  

会津中央病院   S61．10．1  財 団 法 人  会津若松市鶴賀町1－1   0242－25－1515   

茨  城  県    独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター  S56，4．2  国立病院樺構  東茨城都茨城町桜の郷280番地   029－240－7711  

筑波メディカルセンター病院   S60．2．16  財 団 法 人  つくば市天久保ト3－1   0298－5ト3511  

総合病院土浦協同病院   H2．4．12  厚  生  連  土浦市真鍋新町11   0298－23－3111  

茨城西南医療センター病院   H12．4．1  厚   生  連  猿島郡境町2190   0280－87－8111   

栃  木  県    済生会宇都宮病院   S56．5．11  済生会  028－626－5500  

足利赤十字病院   日  赤  0284－21－0121  

大田原赤十字病院   日  赤  0287－23－1122  

橋協医科大学病院   学校法人   0282－86－1111  

自治医科大学附属病院   H14．9．1  学 校 法 人  河内都南河内町薬師寺331ト1   0285－44－2111   

群  馬  県   S58．2．1  国立病院機構  027－322－5901  

◎   日  赤   0272－24－4585   

埼  玉  県   S55．7．17  日  赤  048－852－1111  

◎   学校法人  049－228－3411  

深谷赤十字病院   日  赤  048－5了ト1511  

防衛医科大学校病院   防衛庁   042－995－1511  

川口市立医療センター   H6．5．1  川   口   市  川口市西新井宿180   048－28ト2525  
濁協医科大学越谷病院   HlO．5．11  学 校 法 人  越谷市南越谷2丁目1番50号   048－965－1111   

千  葉  県  ◎  S55．4．23  千 葉 県  043－279－2211  

総合病院国保旭中央病院   旭  市  0479－63－8111  

国保直営総合病院君津中央病院   事務組合   0438－36－1071  

亀田総合病院   S60．3．1  医 療 法 人  鴨川市東町929   0470－92－2211  

国保松戸市立病院   S60．4．1  松 戸 市  047－363－2171  

成田赤十字病院   日  赤  0476－22－2311  

船橋市立医療センター   船 橋 市   047－438－3321  

日本医科大学付属干葉北総病院   Hll．4．1  学 校 法 人  印旛郡印旛村鎌苅1715   0476－99－1111  

新   H17．7．1  学 校 法 人  浦安市富岡2丁目ト1   047－353－3111   

東  京 都  ◎  S52．1．1  学 校 法 人  文京区千駄木トト5   03－3822－2131  

独立行政法人国立病院機構東京医療センター  S51．4，1  国立病院機構  目黒区東が丘2－5－1   03－341ト0111  

東邦大学医学部付属大森病院   S53．4．1  学 校 法 人  大田区大森西6－1ト1   03－3762－4151  

◎   S54．10．1  学 校 法 人  三鷹市新川6－20－2   0422－47－5511  

都立広尾病院   S55．10．1  東   京  都  渋谷区恵比寿2－34－10   03－3444－1181  

東京医科大学八王子医療センター   S55．6．1  学校法人  0426－65－5611  

武蔵野赤十字病院   日  赤  0422－32－3111  

帝京大学医学部附属病院   学校法人   03－3964－1211  

日本医科大学付属多摩永山病院   S58．3．1  学 校 法 人  多摩市永山卜丁－1   0423－7ト2‖1  

都立墨東病院   S60．11．1  東  京  都  墨田区江東楕4－23－15   03－3633－6151  

東京女子医科大学病院   Hl．4．1  学 校 法 人  新宿区河田町8－1   03－3353－8111  

都立府中病院   H2．8．1  東   京   都  府中市武蔵台2－9－2   0423－23－5111  

駿河台日本大学病院   ‖3．4．1  学 校 法 人  千代田区神田駿河台ト8－13   03－3293－1711  

日本大学医学部附属板橋病院   H3．11．1  学 校 法 人  板橋区大谷口上町30－1   03－3972－8111  

公立昭和病院   H5．4．1  事 務 組 合  小平市天神町2－450   0424－6ト0052  
独立行政法人国立病院機構 災害医療センター  H7．7．1  国立病院機構  立川市緑町3256   0425－26－5511  

東京医科大学病院   H5．4．1  学 校 法 人  新宿区西新宿6－7－1   03－3342－6111  

昭和大学病院   Hll．9．1  学 校 法 人  品川区旗の台ト5－8   03－3784－8000  

東京女子医科大学附属第二病院   HlO．6．1  学 校 法 人  荒川区西尾久2－ト10   03－381ひ－1111  

聖路加国際病院   H9．9．16  財 団 法 人  中央区明石町9－1   03－354ト5151  

青梅市立総合病院   H12．6．1  青   梅   市  青梅市東青梅4－16－5   0428－22－3191   
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都 道 府 県  区 分  施   設   名   開設年月日  設   置   者   所  在  地   電話番 号   

神 奈Jll県   S55．7．1  学 校 法 人J  1崎市宮前区菅生2－16－1   044－97了－8111  

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター  S57．臥2  国立病院概卜構  横浜市戸塚区原宿町3－60－2   045－85ト2621  

北里大学病院   S58．3．1  学 校 法 人  相模原市北里ト15－1   042丁－78－8111  

◎  S59．3．31  学 校 法 人  伊勢原市下糟屋143   0463－93－112l  

昭和大学藤が丘病院   S60．3．30  学 校 法 人  横浜市青葉区藤が丘1－30   045－97ト1151  

聖マリアンナ医科大字横浜市西部病院   S62．5．25  学 校 法 人  横浜市旭区矢指町1197－1   045－366－1111  

◎   045－261－5656  

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  H17．7．1  国   共   済  横須賀市米が浜通16－1   0468－22－2710   

新  潟  県    長岡赤十字病院   H9．9．1  日  赤  0258－28－3600  

新潟市民病院   新 潟 市   025－24ト5151  

新潟県立中央病院   H9．臥1  新   潟   県  上越市新南町205   025－522－7711   

富  山  県    富山県立中央病院   S54．8．1  富   山   県  富山市西長江2－2－78   076－424－1531  

厚生連高岡病院   H9．4．1  厚   生   連  高岡市永楽町5－10   0丁66－21－3930   

石  川  県    石川県立中央病院   S52．12．1  石   川   県  金沢市鞍月末2－1   076－237－8211  
公立能登総合病院   H12．5．1  事 務 組 合  七尾市藤橋町ア部6－4   0767－52－6611   

福  井  県    福井県立病院   S58．4．11  福   井   県  福井市四ツ井2－8－1   0776－54－5151   

山  梨  県    山梨県立中央病院   S51．1t．1  山   梨   県  甲府市富士見トトl   055－253－7111   

長  野  県   S54．4．1  事務組合  0265－82－2121  

長野赤十字病院   日  赤  0262－26－4131  

佐久総合病院   厚 生 連   0267－82－3131  

新   H17．4．1  特定医療法人  松本市本庄2－5－1   0263－33－8600  

信州大学医学部附属病院   H17．10．1  国立大学法人  松本市旭3－ト1   0263－35－4600   

岐  阜  県    県立岐阜病院   S58．1l．1  岐   阜   県  岐阜市野一色4－6－1   058－246－1111  

県立多治見病院   H2．11．1  岐 阜 県  0572－22－5311  

総合病院高山赤十字病院   日   赤  057ト32－1111  

大垣市民病院   大 垣 市   0584－8ト3341  

岐阜県厚生農業組合連合会中濃厚生病院   H12．乱1  厚   生   連  関市若草通5－1   0575－22－1111  

岐阜大学医学部附属病院   H16．11．1  国立大学法人  岐阜市柳戸1－1   058－230－6000   

静  岡  県   S55．7．1  済   生   会  静岡市小鹿1－1－1   054－285－61了1  

順天堂大学医学部附属静岡病院   S56．11．1  学 校 法 人  田方郡伊豆長岡町長岡1129   0559－48－3111  

県西部浜松医療センター   S57．10．15  浜 松 市  053－453－7111  

静岡赤十字病院   日  赤  054－253－8381  

聖隷三方原病院   社会福祉法人   053－436－1251  

薪   H16．4．14  沼   津   市  沼津市東稚路字春の木550   055－924－5100   

愛  知  県   S53．5．23  海 員 接 済 会  名古屋市中川区松年町4－66   052－652－7711  

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター  S54．6．10  国立病院椙巨構  名古屋市中区三の丸4－ト1   052－95ト1111  

◎   S54．7．1  学 校 法 人  愛知郡長久手町大字岩作雁又21   056ト62－3311  

藤田保健衛生大学病院   S54．4．5  学 校 法 人  豊明市沓掛町田楽ケ窪ト98   0562－93－2122  

岡崎市民病院   S57．3．1  岡   崎   市  岡崎市高隆寺町字五所合3－1   0564－2ト8111  

豊橋市民病院   H8．5．4  豊 橋 市  0532－33－6111  

名古屋第二赤十字病院   日  赤  052－832－1121  

小牧市民病院   小 牧 市   0568－76－4131  

安城更生病院   H14．5」  厚   生   連  安城市安城町東広畔28   0566－75－21‖  

社会保険中京病院   H15．4．1  社団法人  052－69ト7151  

名古屋第一赤十字病院   日   赤  052－48ト5111  

半田市立半日病院   半 田 市   0569－22－9881   

三  重  県    山田赤十字病院   S60，4．8  日  赤  0596－28－21了1  

三重県立総合医療センター   三 重 県   0593－45－2321   

滋  賀  県    大津赤十字病院   S57．3．24  日   赤  07ト522－4131  

長浜赤十字病院   日   赤  0了49－63－2111  

済生会滋賀県病院   済 生 会   077－552－1221   

京  都  府    京都第二赤十字病院   S53．1．21  日  赤  075－23ト5171  

国立病院機構  075－64ト9161  

京都第一赤十字病院   日  赤   075－56ト1121   

大  阪  府   S52．4．1  大   阪   府  大阪市住吉区万代東3－ト56   06－6692－1201  

◎  S54．3．1  学 校 法 人  守口市文園町10－15   06－6992－1001  

大阪府立千里救命救急センター   S54．12．17  大   阪   府  吹田市津雲台ト1D5   06－6834－5131  

独立行政法人国立病院機積 大阪医療センター  S56．1．10  国立病院機構  大阪市中央区法円坂2－ト14   06－6942－1331  

近畿大学医学部附属病院   S57．6．14  学 校 法 人  大阪狭山市大野乗3了7－2   0723－66－0221  

大阪府三島救命救急センター   S60．11．1  財 団 法 人  高槻市南芥川町11－1   0726－83－9911  

大阪市立総合医療センター   H5．12．1  大   阪   市  大阪市都島区都島本通2－13－22   06－6929－1221  

大阪府立泉州救命救急センター   H6．10．3  大   阪   府  泉佐野市りんくう往来北2－24   0724－64－9911  

大阪府立中河内救命救急センター   HlO．5．6  大   阪  府  東大阪市西岩田3丁目4番13号   06－678ト6165  

◎   H12．4．1  国立大学法人  大阪府吹田市山田丘2－15   06－68丁9－5720   

兵  庫  県    神戸市立中央市民病院   S52．1．1  神   戸   市  神戸市中央区港島中町4－6   078－302－4321  

兵庫医科大学病院   S55．4．1  学 校 法 人  西宮市武庫川町1－1   0798－45－6111  

県立姫路循環器病センター   S56．9．29  兵   庫   県  、姫路市西庄甲520   0792－g3－3131  

公立豊岡病院但馬救急センター   S57．11．1  事 務 組 合  豊岡市立野町6－35   0796－22－6111  

兵庫県災害医療センター   ＝15．8．1  兵   庫   県  、神戸市中央区脇浜海岸通ト3－1   078－24ト313l   

奈  良  県   S57．9．24  奈   良   県  奈良市平松ト30－1   0742－46－6060  

◎   H9．4．1  奈   良   県  、捷原市四条町840   07442－2－3051  

近畿大学医学部奈良病院   H15．4．1  学 校 法 人  生駒市乙田町1248－1   0743－7ト0880   

和 歌 山 県    日本赤十字社和歌山医療センター   S61．5．6  日  赤  073－422－4171  

和歌山県立医科大学附属病院   和歌 山 県   073－447－2300   
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都 道 府 県  区 分   施   設   名   開設年月日  設   置   者   所  在  地   電話番号   

鳥  取  県   S55．9．16  鳥   取   県  鳥取市江津730   0857－26－2271  

薪   H16．10．1  国立大学法人  米子市西町36－1   0859－33－11‖   

島  根  県   S55．1．1  島 根 県  0853－22－5111  

薪  日  赤  0852－24－2111  

薪   0855－22－2300   

岡  山  県  ◎  川崎医科大学附属病院   S54．1．1  学校法人  086－462－1111  

岡山赤十字病院   日  赤  086－222－8811  

津山中央病院   財団法人   0868－21－8111   

広  島  県   S52．7．1  広   島  市  広島市中区基町7－33   082－22ト2291  

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  S54．10．1  国立病院機構  呉市青山町3－1   0823－22－3111  

県立広島病院   H8．5．1  広  島  県  広島市南区宇晶神田ト5－54   082－254－1818  

◎   H17．4．1  国立大学法人  広島市南区霞1－2－3   082－25ト5555  

福山市民病院   H17．4．1  福   山   市  福山市蔵王町5－23－1   084－941－5151   

山  口  県   0827－31－7121  

山口県立総合医療センター   S58．5．2  山   口   県  防府市大事大崎77   0835－22－4411  

◎   H12．1．17  国立大学法人  宇部市南小串トト1   0836－22－2111  

独立行政法人国立病院機構 開門医療センター  H17．5．1  国立病院機構  下関市後田町トト1   0832－3ト6216   

徳  島  県   S55．4．1  徳 島 県  088→63ト7151  

徳島赤十字病院   日  赤  08853－2－2555  

新   徳 島 県   
香 Jtl 県    香川県立中央病院   S56．1．10  香   川   県  高松市寄町5－4－16   0878－35－2222  

香川大学医学部附属病院   H13．11．1  国立大学法人  木田郡三木町池戸1750－1   087－898－5111   

愛  嬢  県    愛媛欄立中央病院   S56．4．14  愛   嬢   県  松山市春日町83   089－947－1111  

愛嬢欄立新居浜病院   H4．8．柑  愛   嬢   県  新居浜市本郷3－1－1   0897－43－6161  

市立宇和島病院   H4．4．1  宇 和 島 市  宇和島市御殿町ト1   0895－25－1111   

高  知  県    高知赤十字病院   H6．11．10  日  赤  088－822－1201  

暮知■・書知市ホ恍企t団   088－837－6760   

福  岡  県   S53．10．1  北 九 州 市  北九州市八幡東区西本町4－18－1   093－662－6565  

済生会福岡総合病院   S55．11．1  済  生  会  福岡市中央区天神ト3－46   092－77ト8151  

◎   H56．6．1  学 校 法 人  久留米市旭町67   0942－35－3311  

飯塚病院   S57．4．1  会  社  飯塚市芳雄町3－83   0948－22－3800  

福岡大学病院   H4．6．1  学 校 法 人  福岡市城南区七隈7－45－1   092－80ト1011  

北九州総合病院   H7．4．1  医 療 法 人  北九州市小倉南区湯川5－1ひ－10   093－92ト0560   

佐  賀  県    佐賀県立病院好生館   S62，3．1  佐   賀   県  佐賀市水ケ江ト12－9   0952－24－2171  

佐賀大学医学部附属病院   H17．9．1  国立大学法人  佐賀県佐賀市鍋島5－ト1   0952－34－3160   

長  崎  県    独立行政法人国立病院機榊靂媚医療センター  S53．3．15  国立病院機構  大村市久原2－100ト1   0957－52－3121   

熊  本  県    熊本赤十字病院   S55．3．1  日  赤  熊本市長嶺南2－1－1   096－384－2111  

独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター  H15．臥1  国立病院機構  熊本市二の丸1－5   096－353－6501   

大  分  県    大分市医師会立アルメイダ病院   S54．4．1  大分市医師会  大分市大字音崎1315   097－569－3121   

宮  崎  県    県立宮崎病院   S59．4．1  宮   崎   県  宮崎市北高松町5－30   0985－24－4181  

県立延岡病院   HlO．4．1  宮   崎   県  延岡市新小路2一ト10   0982－32－6柑1   

鹿 児 島 県    鹿児島市立病院   S60．1．1  鹿 児 島 市  鹿児島市加治屋町20－17   099－224－2101   

・・  ・＝⊥  S50．10．1  沖   縄   県  具志川市字宮里208－3   098－973－4111  

薪   
計  189  
三好「区分l欄  の「⑳lは冨序数金敷魚七ニノターであり＿ 「斬   l は新型l赦余  放免七ニノ勺・－である∧   
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14．救急医療情報センター設置状況一覧  

平成18年1月1日現在  

都道府県名  センター（システム）名称   
情報センター運営  

開始年月日   

口  北 海 道  北海道救急医療・広域災害情報システム   S61．10．01   Hll．10．01   

同  青 森 県  青森県救急医療情報システム   S61．11．01   HlO．11．01   

3  岩 手 県  岩手県広域災害・救急医療情報システム   Hll、04．01   H13，04、01   

4  宮 城 県  宮城県救急医療情報システム   S54．04．01   H15．12．01   

田  秋 田 県  秋田県災害■救急医療情報センター   HO9．04．01   HO9．04．01   

田  山 形 県  H16．04．01   

巴  福 島 県  福島県総合医療情報システム   HO4．10，01   HlO．04．01   

8  茨 城 県  茨城県救急医療情報コントロールシステム   S53．0臥01   HlO．03．01   

9  栃 木 県  栃木県救急医療情報システム   S55．10．01   Hll．12．01   

10  群 馬 県  群馬県救急医療情報センター   S55．04．01   HlO．04．01   

皿  埼 玉 県  埼玉県広域災害・救急医療情報システム   S56．04．01   H13．04．01   

匹  千 葉 県  千葉県広域災害・救急医療情報システム   S53．03．31   Hll．11．01   

13  東 京 都  東京消防庁災害救急情報センター   S51．10．01   H12．03．01   

14  神奈川 県  神奈川県救急医療中央情報センター   S57．07．01   ‖12．04．01   

田  新 潟 県  新潟県政急医療情報センター   HlO．09．01   HlO．10．01   

16  富 山 県  富山県救急医療情報システム   S62．02．28  Hll．0了．01   

17  石 川 県  石川県災害・救急医療情報システム   HO9．01．27  HO9．01．27   

18  福 井 県  福井県救急医療情報センター   Hll．05．01   Hll．05．01   

19  山 梨 県  山梨県救急医療情報センター   目元．04．01   Hll．12．01   

20  長 野 県  長野県広域災害・救急医療情報システム   S59．04．01   Hll．10．01   

21  岐 阜 県  岐阜県中央救急医療情報センター   S58．12．01   H13．10．01   

22  静 岡 県  静岡県救急医療情報センター   HO2．11．01   Hll．12．01   

23  愛 知 県  愛知県救急医療情報センター   S54．03．31   HlO．06．01   

24  三 重 県  三重県救急医療情報センター   S57．12．01   ＝10．03．10   

25  滋 賀 県  

26  京 都 府  京都府救急医療情報システム   S56．04．01   H14．04．01   

27  大 阪 府  大阪府救急医療情報センター   S44．12．25  H13．03．31   

28  兵 庫 県  兵庫県災害救急医療情報指令センター   S56．01．07  HO8．12．20   

29  奈 良 県  奈良県広域災害・救急医療情報システム   H54．04．01   Hll．07．01   

30  和 歌 山 県  和歌山県広域災害・救急医療情報システム   S57．05．26  Hll．04．01   

31  鳥 取 県  

32  島 根 県  

33  岡 山 県  岡山県災害一救急医療情報システム   HlO．03．30  Hll．07．30   

34  広 島 県  広島県救急医療情報ネットワーク   S55．04．01   HO9．10．01   

35  山 口 県  山口県広域災害・救急医療情報システム   S56．03．25  HO9．07．10   

36  徳 島 県  徳島県救急医療情報センター   H12．06．01  

37  香 川 県  香川県広域災害・救急医療情報システム   ‖07．09．09  ‖11．03．29   

38  愛 媛 県  愛媛県広域災害・救急医療情報システム   H13．04．01   H13．04．01   

39  高 知 県  高知県救急医療情報センター   S56．04．01   H15．07．01   

40  福 岡 県  福岡県救急医療情報センター   S55．03．29  H16．04．01   

41  佐 賀 県  佐賀県救急医療情報システム   S57．03．01   Hll．01．01   

42  長 崎 県  長崎県総合保健センター救急医療情報センター   S55．01．23  

43  熊 本 県  熊本県中央救急医療情報センター   S55．02．01   ＝10．08．01   

44  大 分 県  大分県広域災害一救急医療情報システム   Hll．01．04  Hll．01．04   

45  宮 崎 県  宮崎県広域災害・救急医療情報システム   H13．03．27  H13．03．27   

46  鹿児島県  

47  沖 縄 県  
計  41   40   
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15．平成17年度「救急の日」及び「救急医療週間」における行事実施状況  
（各都道府県分）   

パンフレ  心肺蘇生  講習会、  ポスター  新聞・テ  1日病院  救急医療   その他  
都道府県                   ツト等の  行 事   

配布   講習   の実施   広報   隊長等   

北海道  ○  ○  ○  ○  
ホームヘ■－ゾ掲載、保健所リーダー会祷で周知  

青森県  ○  ○  

岩手県  

宮城県  ○  ○  ○  ○  ○  
○   巡回広報、ハ●ネル展示  

秋田県   ○  ○  ○  
看板、テレトラゾオによる広報   

山形県  ○  

福島県  （⊃  ○  

茨城県  ○  ○  ○  ○  

栃木県  ○  ○  ○  ○  ○  

群馬県   ○  ○  ○  ○  

埼玉県  ○  
○  

千葉県  ○  ○  
○   

東京都  ○  ○  ○  
○  

神奈川県  ○  ○  
○   

新潟県   ○  ○  

富山県  ○  ○  
情報ホーート■での広報   

石川県  

福井県  ○  ○  

山梨県  

長野県   ○  ○  ○  

岐阜県  ○  ○  ○  ○  

静岡県  ○  ○  

愛知県  ○  ○  ○  ○  
○  AED普及啓発チラシ   

三重県  ○  
○  

滋賀県   ○  ○  ○   

京 都 府  ○   ○   ○   ○   ○   
○  AEDの展示   

大阪府  ○  ○  ○  ○  
○  

兵庫県  ○  ○  

奈良県  ○  ○  ○  
啓発物品の配布   

和歌山県   ○  ○  ○  ○  ○  ○   

鳥取県  

島根県  ○  
ホ■スター配布  

岡山県  ○  ○  ○  ○  

広島県  ○   ○  ○  ○  
○  

山口県   ○  ○  ○  

徳島県  ○  ○  ○  

香川県  ○  ○  

愛媛県  ○  ○  ○  

高知県  
インフォメーシ】ンタワーによるl左報  

福岡県   ○   ○  ○  ○  
○   懸垂暮   

佐 賀 県   ○   ○  
HP掲載、新聞掲載   

○   ○  ○  ○  
救急ホ■スト掲示  

熊本県  ○  ○  （⊃  

大分県  ○  

宮崎県  
○  

○  

鹿児島県  ○  

沖縄県  ○  ○  ○   ○  
電光表示、ハ●ネル展示                 ○   

計   20   20   19   36   27   2   26  

－104－   



16．「非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用のあり方検討会」報告書概要  

医政発第0了01001号  

平成16年7月1日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局長  

非医療従事者による自動体外式除細動器、（AED）の使用について   

救急医療、特に病院前救護の充実強化のための医師並びに看護師及び救急救  

命士（以下「有資格者」という。）以外の者による自動体外式除細動器（Automated  

Externat Defibr＝Iators。以下「AED」という。）の使用に関しては、平成  

15年11月から、「非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用の  

あり方検討会」を開催し、救急蘇生の観点からみた非医療従事者によるAED  

の使用条件のあり方等について検討してきたところ、このほど別添のとおり報  

告書（以下「報告書」という。）が取りまとめられた。   

非医療従事者によるAEDの使用については、報告書を踏まえ取扱うもので  

あるので、貴職におかれてはその内容について了知いただくとともに、当面、  

下記の点に留意いただき、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団  

体に周知するとともに、特にAEDの使用に関し、職域や教育現場で実施され  

る講習も含め、多様な実施主体により対象者の特性を踏まえた講習が実施され  

る等により、AEDの使用に関する理解が国民各層に幅広く行き渡るよう取り  

組みいただくほか、非医療従事者がAEDを使用した場合の効果について、救  

急搬送に係る事後検証の仕組みの中で的確に把握し、検証するよう努めていた  

だくようお願いする。  

1 AEDを用いた除細動の医行為該当性   

心室細動及び無脈性心室頻拍による心停止者（以下「心停止者」という。）  

に対するAEDの使用については、医行為に該当するものであり、医師でない  

者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法（昭和23年法律第  

201号）第17条違反となるものであること。  
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2 非医療従事者によるAEDの使用について   

救命の現場に居合わせた一般市民（報告書第3の3の（4）「講習対象者の  

活動領域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性  

格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されて  

いる者」に該当しない者をいうものとする。以下同じ。）がAEDを用いるこ  

とには、一般的に反復継続性が認められず、同条違反にはならないものと考え   

られること。   

一方、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の  

対応をすることが期待、想定されている者については、平成15年9月12日構  

造改革特区推進本部の決定として示された、非医療従事者がAEDを用いても  

医師法違反とならないものとされるための4つの条件、すなわち、  

① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応   

を得ることが困難であること  

② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること  

③ 使用者が、AED使用lこ必要な講習を受けていること  

④ 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること  

については、報告書第2に示す考え方に沿って、報告書第3の通り具体化され   

たものであり、これによるものとすること。  

3 一般市民を対象とした講習   

A．EDの使用に関する講習については、救命の現場に居合わせてAEDを使  

用する一般市民が心停止者の安全を確保した上で積極的に救命に取り組むた  

め、その受講が勧奨されるものであること。   

講習の内容及び時間数については、報告書別紙の内容によることが適当であ  

ること。   

なお、講習の実施に当たっては、受講する者に過度の負担を生じさせること  

なく、より多くの国民にAEDの使用を普及させる観点から、講師の人選、生  

徒数、実習に用いるAEDの数等をエ夫の上、講義と実習を組み合わせること  

により、概ね3時間程度で、必要な内容について、効果的な知識・技能の修得  

に努めること。   

講師については、報告書第3の3の（2）の公的な団体において、関係学会  

の協力を得て作成するものとされている非医療従事者を対象とした指導教育   

プログラムの普及が図られるまでの間は、関連する基本的心肺蘇生措置及びA   

EDの使用に閲し十分な知識・経験を有する有資格者とするものであり、関係   

団体等に協力を要請し、その確保に努めること。  
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4 効果の検証   

非医療従事者がAEDを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後  

検証の仕組みの中で、的確に把握し、検証するよう努めるものとし、その際、  

「メディカルコントロール体制の充実強化について（平成15年3月26日付消  

防庁救急救助課長、厚生労働省医政局指導課長通知）」により、庁内関係部居  

間の連携を密に、事後検証体制の確立に引き続き努めること。  

5 その他  

（1） 報告書の内容を踏まえ、指導教育プログラムが取りまとめられた際等  

には、必要に応じて追って通知するものであること。  

（2） 関係省庁i関係団体、学会に対しては、当職より別途通知しているも  

のであること。  

（3） 非医療従事者によるAEDの使用条件については、事後検証の結果等  

に基づき、講習のあり方等について適宜、見直すものであること。  
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17．救急救命士国家試験合格者の推移  

H17．9．25（第28回合格発表時点）   

格   者   内   訳  
男 女 別  資  格  別  

試 験  公的養成所  

（試験日）   男 性  女 性   修  了  者  

所修了者   
第1回  人  人  ％  人  人  人  人  人   人  人  人  

（H4．4．19）    4．301    3．177    73．9％    1．260    1．917  351  0  0    2．826  0   

第2回  
（H4．10．4）  1．040   739  71．1％   435   304   240   0  0   499   0   

第3回  
（H5．3，28）  1．563  1．162  74．3％   591   571   366   0  0   796   0   

第4回  
（H5．10．3）  1．583  1．143  72．2％   449   694   247   0  0   896   0   

第5回  
（H6．3．2了）  1，751  1．173  67．0％   679   494   524   0   52   0   597   0   

第6回  
（H6．10．3）  1．295   730  56．4％   460   270   364   0   3   0   363   0   

第7回  
（H7．3．26）  1．4g2  1．001  67．1％   718   283   562   23   89   0   327   0   

第8回  
（H7．10．1）  1．150   763  66．3％   575   188   534   0   3   0   226   0   

第9回  
（H8．3．24）  1．475  1．132  76．7％   896   236   725   35   119   0   253   0   

第10回  
（H8．10．6）  1．094   764  69．鍋   563   201   533   0   0   224   0   

第11回  
（H9．3．23）  1．402  1．104  78．7％   922   182   744   45   125   0   190   0   

第12回  
（H9．9．28）   93了   705  75．2％   558   147   531   0   2   0   172   0   

第13回  
（HlO．3．22）  1．379  1．132  82．1％   898   234   753   39   123   0   217   0   

第14回  
（HlO．9．27）   938   710  75．7％   633   621   0   87   0   

第15回  
（Hll．3．21）  1．366  1．059  77．5％   933   126   801   40   102   0   116   0   

第16回  
（Hll．9．26）   985   737  74．8％   633   104   619   2   108   0   

第17回  
（H12．3．26）  1．534  1．304  85．0％  1．104   200   831   49   257   0   167   0   

第18回  
（H12．9．24）   903   744  82．4％   632   112   ●；   0   4   2   110   0   

第19回  
（H13．3．25）  1．471  1．261  85．7％  1．104   157   839   38   272   2   110   0   

第20回  
（H13．9．30）   8了8   7台8  84．1％   645   93   626   0   18   0   94   0   

第21回  
（H14．3．24）  1．490  1．325  88．9％  1．127   198   796   46   340   3   140   0   

第22回  
（H14．9．29）   796   695  87．3％   587   108   582   0   12   0   100   

第23回  
（H15．3．23）  1．535  1．379  89．8％  1．189   190   832   36   391   119   0   

第24回  
（H15．9．28）   808   697  86．3％   591   106   589   0   6   3   99   0   

第25回  
（H16．3．2り  1．831  1．594  87．1％  1．346   248   832   33   511   123   94   

第26回  
（H16．9．26）   844   690  81．8％   605   85   595   0   15   0   

第27回  
（Hけ3．20）  1．913  1．688  88．2％  1．439   249   839   35   602   141   0   

第28回  
（Hけ9．25）   793   675  85．1％   602   590   0   19   58   0   

計  38．54了  30．021   22  22．174  7．84了  17．094   421  3．080   292  9．132   2   

＊公的養成所とは、法第34条第4号による施設（消防関係施設）及び同法第34条第2号による施設（防衛庁関係施設）のことをいう。  

＊平成17年11月現在の救急救命士免許登録者数 29，479名  
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18．救急救命士養成所一覧   

放熱敵命士法算34乗算1号三妾当施設 修業年限2年以上（民間施設）  

平成17年10月1日現在  

書成所名称   設t主体    定■（入学定■）L  it括綿    M   設t年月日   ●キ   

∃警    （名）ト  所在地  
北海道ハイテウノロジー専門学校  】 3  市憲み靴 ト0－23（3脚    平成4年4月1日  50名X2学級   

救急救命士学科   用  
国幹メディカルテクノロジー書門苧層   学校法人  40  積▲爽郡山市方八町  

救急救命士科   新潟総合学院     2－4－19   
．028（68川ユOl  1洋パラメディカル学院   学校法人   四  栃木集壇谷郡氏書町  

救急救命倒   1  1   東洋育英会  
太田医★技術書門学校   学校法人  ト  50  群馬禦太田市暮長岡町  ≧ 02？6（25）2＝    平成15年4月】日  

救急救命学科   
国際医■欄胤■門学校   太田アカデミー   l   ▼＿＿．、．＿ J ⊥  1373             i        学校法人 十   80i  千巣県千葉市中央区村田町 io43（ヱ0抑600  平成10年4月1日    40名X2学級   
救急救命学科   
欄央生命科学技術書門学校   
救急救命宇科   3  l     仰  336－8  
新潟医★技術書M学校  学校法人  棚   i招集新潟市上新栄町  025（269）3175   平成10年4月1日  

救急救命士科  
2  れ西加茂郡三好町   景海医女工字書門学校   学校法人  

新潟科学技術学園   

平成16年4月1日  

日本医＃福祉書門学校   

救急救命学科   ！  

3  

神戸医療樽祉■門学校三日校   
救急救命士科．   

欄岡医健寺門学校   
救急救命科   
公務■ビジネス書門学校   
緻急救命士学科   
熊本総合医療擢祉学院  3  壬間鮭   8  大阪府大阪市淀川区西富原  06（6398）2255   平成12年4月1日 ‖  00名X2学級（星間群）   

救急救命学制   920－2   

一 二・  

撤急救命士法第34彙第2号該当施設修業年限1年以上（防衛庁関係施設：暮成対象は現職自衛陳Aのみ）  

暮成所名称   投書主体   課程  
（年）  定■ （名）  所在地 【触書卑   設1年月日  備考   

陸上自衛隊衛生学校  防衛庁   25  東京都せ田谷区池尻  03（3411カ151  平成6年4月1日  

救急救命士課程  ‾   卜2－24  

乱脈陳横須賀病偏  防衛   竺」  0468（ヰ1）7653 内線35D   平成7年4月1日  

救急徴命士暮成所   ¢  
自衛陣岐阜病院  防衛庁   0583（82）1】01  

救急救命士養成所  20  岐阜果各棟原市 那加官有地無手地  l内線2754   

定■書十  65  

撤急触命士浅第34条第4号該当施設修業年限6ケ月以上（消防機関関係施設：兼成対象は現職消防隊■のみ）  

書成所名称   設t主体   

札幌市消防局   札幌市  
救急救命士養成所  （下半期）   】3丁目3－l  

埼玉泉  埼玉県  6  30  埼玉県別、たま市桜区  

救急救命士養成所  （下半期）  上大久保519   

★京消防庁消防学校  東京消防庁  50  03（3486）】511  

救急救命士事成課擢  
救急救命東京研♯所   財団法人  300  

r   Dヰ8（853）9999  平成‖年9月1日  

0426（15）的45  平成3年8月29日  50名×6学級   

6 （年2期制）    （年間】00〉  東京軒 lI浜市消防学校  40  神奈川黒檀浜市両区中村町  

4－274－8   

名古度市  名古屋市  6  052（842）1588  平成〆閏月2日  

救急救命士兼成所  （下半期）   

京紡市消防学校  6  

救急救命士霊成課程   
大阪府立消防学校   6  072は7Z）1151  平成4年4月】日  

救急救命士暮成課程  
大阪市消防学校  6  （上半期）   06（67叫）0】柑  平成3年9月2日  

救急救命士霊威課程   （下半期）   

兵庫黒iR妨学校  6  5D  兵序幕三木市志染町御坂1－1  0794（87）2920  平成】7年10月】日  

数負数命士集成謀積   （下半期）  

広島市消防局  6  ▲0  広島県広島市酉区叡■r  082（232）1580  平成5年9月9日  

救急救命士兼成所   （下半期）  43－10  

救急救命九州研♯所   6  20【）  

（年2期糾）    （年間100）   

定■計  885  

霊威所総定■敷  之．810  

（年間2．560）  

【参考】救急救命士法第34条第3号抜当施設（大字：指定科目覆修）  

養成所名称   備考   

国士館大学体育学部   042（339）7200   

スポーツ医科学科  
杏林大字保健学剖   
保健学科及び匪床検査技術学科   
帝京平成大学   
情報学部及び腱鷹メディカル宇部の 
千集科学大学危機管理学部  
危機管理システム学科   
倉敷芸術科学大学生命科学部  
ヰ廣科学科   
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